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ＳＮＳ等における闇バイトの募集活動に対する対応について 
 
 
平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

昨今、ソーシャルネットワークサービスその他交流型のプラットフォームサービス
（以下「ＳＮＳ等」という。）の一部では、いわゆる闇バイトの募集活動が行われてお
り、このような募集投稿を端緒とした強盗等事件が多発し、社会問題となっています。 

総務省としては、昨年、違法行為の実行を募る行為と判断できる投稿も削除対象であ
ることを明確化する旨の契約約款モデル条項の解説の改訂を周知するなど、対応を行
ってきたところですが、現在も闇バイトの被害は後を絶ちません。 

ＳＮＳ等が国民生活や社会経済活動を支える社会基盤になる中で、総務省の有識者
会議のとりまとめでも提言されているように、プラットフォーム事業者はデジタル空
間における情報流通の健全性の確保について一定の責任が求められる立場になってい
ると考えております。 

つきましては、上記を踏まえ、国民の生命・身体・財産を守るため、闇バイトの入口
を塞ぐという観点から、貴団体に加盟する会員企業のうち大規模事業者（貴団体の会員
企業のうち、当該企業又はその関連会社が日本国内における前年度末時点の平均月間ア
クティブユーザ数が 1,000 万人以上であるＳＮＳ等を提供する企業であるもの）が下記
事項による対策の実施に取り組むよう、貴団体を通じて要請することといたしたいと存
じます。 

以上について、貴団体において会員企業のうち大規模事業者に対して伝達していただ
きますようお願い申し上げます※。 

なお、今後、総務省の有識者会合の場において、当該大規模事業者における下記事項
への対応状況について御説明いただく機会を設定する可能性があることを申し添えます。 

 

※ 本要請は、行政手続法（平成５年法律第 88 号）第２条第６号に規定する行政指導に該当するものであり、

処分（同条第２号）に該当するものではありません。 

 

  

（公印・契印省略） 別紙 



 

記 

 

 

１ 闇バイトの募集活動に係る投稿に対する利用規約等に基づく対応 

ＳＮＳ等における闇バイトの募集活動に係る投稿に対し、利用規約等に基づき、よ
り迅速に削除等の対応を実施すること。 

なお、総務省では、闇バイトの募集は職業安定法（昭和 22年法律第 141号）違反と
判断し得るため、厚生労働省や警察庁と連携し、違法情報に関するガイドラインに関
連記載を盛り込むことを検討しており、本年 11月 21日に同ガイドライン案を公表し
たところである。こうした状況を踏まえ、削除等の適切な対応を実施すること。 

 

２ ＳＮＳ等のアカウント開設時における本人確認手法の厳格化 

犯行グループのいわゆる「リクルーター」によってＳＮＳ等が闇バイトの募集活動
に利用されていることを踏まえ、犯罪対策の観点から、ＳＮＳ等のアカウント開設時
における本人確認手法の厳格化（ＳＭＳ認証等）を含む措置を検討すること。 

 

３ ＳＮＳ等に対する照会への回答の円滑化 

闇バイトに悪用されていることについての捜査機関等からの照会に対して、円滑に
回答できる体制の整備を検討すること。 

 

４ ＳＮＳ等の利用者に対する注意喚起・周知活動 

  ＳＮＳ等の利用者に対して、ＳＮＳ等における募集投稿をきっかけとして「闇バイ
ト」等により重大な犯罪に加担する危険性について、提供するサービス形態を踏まえ
た効果的な方法を検討し、注意喚起や周知活動を行うこと。 

 

 

以上 

 


